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(57)【要約】
　この発明は、乳母車用の装置に関し、移動手段が設け
られた折畳み可能な下部構造と、当該下部構造から取外
し可能であり、かつ、子供を支持するための手段が設け
られた少なくともサブフレームとを備え、サブフレーム
には傾斜可能な押し棒が設けられる。サブフレームは、
下部構造に対して反転可能である。この発明はまた、乳
母車等の子供を変位させるための装置の上の棒の使用に
も関し、当該棒は、乳母車用の下部構造に結合され得る
サブフレームの一部をなし、サブフレームには、子供を
支持するための手段が設けられ、棒は、サブフレームに
下部構造を結合した状態において押し棒として使用され
、非結合状態においてサブフレーム用の担持棒として使
用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳母車用の装置であって、移動手段が設けられた折畳み可能な下部構造と、前記下部構
造から取外し可能であり、かつ、子供を支持するための手段が設けられた少なくともサブ
フレームとを備え、前記サブフレームには傾斜可能な押し棒が設けられ、前記サブフレー
ムは、前記下部構造に対して反転可能である、装置。
【請求項２】
　前記押し棒は、切換え可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記サブフレームは、子供の支持手段を装着することのできるフレームを含む、請求項
２に記載の装置。
【請求項４】
　前記フレームは、子供を支持する異なる機能のために再使用することができる、請求項
３に記載の装置。
【請求項５】
　前記フレームは、前記下部構造に結合された位置にあるとき、この下部構造に対して傾
斜可能である、請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　前記フレームは、チャイルドシートとしての使用位置にあるとき、チャイルドシートの
フレームである、請求項３または４に記載の装置。
【請求項７】
　前記フレームは、持運び用ベッドとしての使用位置にあるとき、持運び用ベッドのフレ
ームである、請求項３または４に記載の装置。
【請求項８】
　前記押し棒には、傾斜の目的のための段階的調節器が設けられる、請求項１から７のい
ずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、前記押し棒を傾斜させるための２つの操作手段を有する、請求項１から８
のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記操作手段は、少なくとも摺動可能なスリーブを含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記スリーブは、前記押し棒の上で摺動可能である、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記押し棒は、実質的にＵ字型であり、脚部の端部は前記サブフレームに接続され、前
記Ｕ字型の前記脚部は伸張可能である、請求項１から１１のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記脚部はスライド式の形態を有する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記押し棒は、前記伸張可能な脚部のロック解除を行なうための操作要素を含む、請求
項１２または１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置は、前記押し棒が傾斜されたときに下部構造とサブフレームとの間の接続をロ
ックするためのロック手段を含む、請求項１から１４のいずれかに記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置は、前記下部構造に前記サブフレームを結合するための結合手段を含み、前記
結合手段は取外し可能であり、前記結合手段には垂直ガイドが設けられる、請求項１から
１５のいずれかに記載の装置。
【請求項１７】
　前記下部構造は、垂直ガイドを含み、前記サブフレームは、前記垂直ガイドに受けられ
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得るシャフトを含む、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ガイドは、前記シャフトが回転可能な態様で受けられる実質的に丸い凹部内まで延
在する通路を含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記丸い凹部は、前記押し棒の傾斜された位置において前記シャフト上に締付ける態様
で存在するリップにより取囲まれる、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記下部構造の折畳み手段の操作は、前記下部構造およびサブフレームの結合状態にお
いて阻止される、請求項１から１９のいずれかに記載の装置。
【請求項２１】
　前記折畳み手段はトリガを含み、前記トリガの移動は、前記結合状態において阻止され
る、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記トリガは、前記折畳み可能な下部構造の上に装着された結合手段のガイドトラック
内で、摺動する態様で案内される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記サブフレームは、傾斜されたフレームの段階的ロックのためのロック手段を含む、
請求項１から２２のいずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　前記フレーム上に幼児椅子を装着するための装着手段をさらに備える、請求項１から２
３のいずれかに記載の装置。
【請求項２５】
　子供を変位させるための装置のための、請求項２に記載の押し棒の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、台車、特に乳母車のための装置と、押し棒の使用とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイベル車輪を備えた乳母車が一般に公知である。これらの車輪により、乳母車を曲が
り角で地面から持上げずに誘導することができる。ここでは、押し棒が使用される。ほと
んどの乳母車はさらに、子供用のさまざまな支持手段、たとえば持運び用ベッドまたはチ
ャイルドシートの交換という選択肢を提供する。ここで、持運び用ベッドおよびチャイル
ドシートは、下部構造上に配置され得る別個の構成要素である。また、殆どの乳母車は折
畳み可能である。これにより、乳母車が占める空間を縮小することができるため、たとえ
ば車のトランクに乳母車を運び込むことができる。
【０００３】
　しかしながら、上記の乳母車は、実際には多数の欠点を有する。第１の欠点とは、スイ
ベル車輪が乳母車の前部または後部のいずれかに配置され、押し棒が、これらの車輪に対
して固定された配向を有する点である。いずれの構成も、利点と欠点とを有する。スイベ
ル車輪が前部に配置されている場合、曲がり角での乳母車の誘導が一層容易になる。しか
しながら、乳母車のユーザが、直線移動する間に絶えず調節を行なわなければならない点
が欠点である。乳母車の前部にスイベル車輪が配置されている場合、たとえば穴、縁石等
の障害物か、または、森の小道等の凹凸の地面をうまく通り抜けることがより一層難しく
なる。それに加え、スイベル車輪は通常、非スイベル車輪よりも小さい。乳母車が障害物
をうまく通り抜けようとすると、振動し始める恐れがある。この傾向は、乳母車の前輪が
非スイベルである場合、はるかに少なくなる。スイベル車輪を乳母車の後部に配置すると
、前部に配置したときに比べ、乳母車の誘導の直感性が大いに損なわれるという欠点を有
する。曲がり角を左にうまく進むために、押し棒を右に動かさなければならず、その逆も
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同様である。
【０００４】
　別の欠点は、乳母車のユーザを基準とした、子供用支持手段の固定された配向に関する
。子供はそれにより、このユーザに対面するか、またはこのユーザから外方を向く。第１
の場合、ユーザは子供の安全性をより確保することができる。なぜなら、乳母車の操作中
における目視が容易なためである。他方の設定の場合、子供は、周辺領域を視認する機会
を得る。したがって、この設定は、幾分年長の子供に望ましい。しかしながら、上記の乳
母車の機能性を、子供の需要またはユーザの希望に沿わせることができない。
【０００５】
　さらに別の欠点は、支持手段の交換可能性に関する。たとえばチャイルドシート、幼児
椅子（car seat）、または持運び用ベッド等の支持手段の各々は、別個の構成要素である
。乳母車が折畳み可能であっても、乳母車の構成物および支持手段は大きな空間を占める
。これらのものをすべて搬送しなければならない場合、このことは問題を生じ得る。
【０００６】
　押し棒が乳母車の下部構造上に装着される点にも欠点がある。たとえば、乳母車を用い
ずに、支持手段、たとえば持運び用ベッドに子供を入れて搬送することが望まれる場合、
当該支持手段に運搬用ブラケットを設ける必要がある。これは、たとえば階段を歩いて上
るときに該当する。乳母車および支持手段が占める空間は、これによってさらに増大する
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、その目的として、多機能乳母車を提供する。ここでは、上記の問題が生じ
ないように、または少なくともより低い程度で生じるように、動作挙動と操作者に対する
子供の位置とを変更することができる。
【０００８】
　この目的は、移動手段が設けられた折畳み可能な下部構造を備える乳母車のための装置
により、この発明に従って達成される。この折畳み可能な下部構造は、非使用時に片付け
ることができる。下部構造は、開いた位置にあるとき、移動手段により地面の上を移動す
ることができる。
【０００９】
　折畳み可能な下部構造はさらに、子供を支持するための手段が設けられたサブフレーム
に、取外し可能な態様で接続される。このサブフレームは、下部構造から取外すことがで
き、下部構造に対して反転可能である。それにより、たとえば下部構造からサブフレーム
を結合解除し、それを水平面において１８０度回転させて下部構造上に再配置することに
より、下部構造に対するサブフレームの配向を変化させることができる。
【００１０】
　この発明によると、サブフレームには、傾斜可能な押し棒が設けられる。下部構造をサ
ブフレームに結合した状態において、押し棒は一側面に結合され得、それにより、押し棒
は、乳母車用の押し棒として使用され得る。押し棒は、結合解除位置において、サブフレ
ーム用の持上げ棒として使用され得る位置まで傾斜させることができる。この傾斜可能性
の結果、押し棒が二重機能を有する装置が提供される。
【００１１】
　押し棒がサブフレームに接続されているため、サブフレーム自体を、子供を支持するた
めのフレームとして使用することができる。特に、これによって子供用担持フレームが得
られる。このサブフレームは、その後、たとえば親によって持上げられて手の届きにくい
場所、たとえばより高い位置の床部等に移動させることができる。これらの２つの別個の
構成要素は軽量であり、容易に持上げることができる。さらに、これらの別個の構成要素
は、互いに接続されているときよりも一層コンパクトであり、それにより、これらの部品
をより容易に片付けることができる。
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【００１２】
　好ましい実施形態では、押し棒を切換えることができる。それにより、押し棒を、第１
の方向に押すための、乳母車の第１の側面から変位させて、第２の方向に押すための、乳
母車の第２の側面に傾斜させることができ、これらの第１および第２の方向は、好ましく
は反対方向である。これにより、多機能の乳母車が得られる。多機能は、１つの棒を用い
て繰返し実現され、この１つの棒は、乳母車用の押し棒として、かつ、サブフレームの担
持棒として備え付けられている。
【００１３】
　この切換え可能な押し棒と組合せることにより、４つの位置、すなわち、スイベル車輪
が前部にあって子供が前方を向く位置、スイベル車輪が前部にあって子供が後部を向く位
置、スイベル車輪が後部にあって子供が前方を向く位置、およびスイベル車輪が後部にあ
って子供が後部を向く位置を有する装置、特に乳母車が得られる。
【００１４】
　下部構造には、移動手段、たとえば、車輪、特にゼロ個、１個、２個、またはそれより
も多くのスイベル車輪と、ゼロ個、１個、２個、またはそれよりも多くの、フレーム上に
軸受装着された固定車輪とが設けられる。好ましい実施形態において、下部構造は４つの
車輪を有し、そのうちの２つは、軸受装着された固定車輪であり、２つはスイベル車輪で
ある。これらの２つのスイベル車輪は、下部構造の第１の側面に位置付けられる。この実
施形態は、座った位置に、たとえば座席上に、子供を支持するための手段と特に組合せて
適用される。子供を支持するための手段は、ここでもなお、好ましくは切換え可能であり
、特に交換可能である。
【００１５】
　さらに好ましい実施形態において、サブフレームは、子供用支持手段を装着することの
できるフレームを備える。このフレームが、子供を支持する異なる機能のために再使用さ
れ得ると有利である。また、子供およびユーザのいずれにとっても、フレームを、下部構
造に結合する際に当該下部構造に対して傾斜させることができれば、さらに快適である。
したがって、サブフレームの位置は、たとえば、子供が眠ろうとしているか、または既に
眠っている際に、より水平な位置に調節することができる。
【００１６】
　子供を支持する機能の好ましい例示的な実施形態は、チャイルドシート、持運び用ベッ
ド、または幼児椅子として働く。この同じフレームが、これらの機能のうちの少なくとも
２つにおいて使用されると有利である。チャイルドシートの例では、布地の構成体を、た
とえばファスナーまたはスナップボタンによってフレーム等に接続し、それにより、フレ
ームと組合せてチャイルドシートを形成することができる。同様の手法を、持運び用ベッ
ドの例でも採ることができる。しかしながら、当該ベッドの安定性に関して一層高い強度
を得るために、フレーム内に、たとえばプラスチックの別個の差込口を配置することが勧
められる。
【００１７】
　さらに別の好ましい実施形態によると、押し棒には、傾斜の目的のために段階的調節器
が設けられる。それにより、たとえば１０度ごと、または１５度ごとに、この押し棒を固
定位置に位置決めすることができる。これにより、押し棒は、ユーザの高さ、特に押して
いる親の高さに調節され得る。
【００１８】
　さらに好ましい実施形態において、この装置は、押し棒を傾斜させるための少なくとも
２つの操作手段を有する。それにより、子供による押し棒の傾斜動作が難しくなる。傾斜
させるためには、２つの操作手段の操作が必要となる。この操作手段は、ロック解除装置
に結合される。２つの操作手段を操作するとロック解除装置が起動され、それにより、押
し棒を傾斜させることが可能になる。
【００１９】
　好ましい一実施形態において、操作手段は、摺動可能なスリーブである。摺動可能なス
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リーブは、好ましくは、押し棒に沿ってまたは押し棒の上を摺動可能である。スリーブは
、押し棒の周囲に配設され得る。ユーザは、好ましくは、押し棒の棒に沿って自分の方に
スリーブを引張ることができ、それにより、操作手段がロック解除装置を起動する。
【００２０】
　押し棒が、Ｕ字型の棒として実現され、ロッド棒の脚部の端部がサブフレームに接続さ
れていると、特に有利である。Ｕ字型の脚部は、ここでは、好ましくは結合手段に、また
は当該結合手段の少なくとも一部に接続され、サブフレームを下部構造に結合する。
【００２１】
　脚部は、好ましくは伸張可能である。これにより、調節可能な長さを有する押し棒が得
られる。押し棒の基部から乳母車および／またはサブフレームまでの距離が、これにより
調節可能となる。これは、押し棒の上でサブフレームを担持している際に特に有利である
。押し棒を短縮することによって子供を地面からより高く持上げ、それにより、サブフレ
ームが担持されている際に、当該サブフレームが地面と衝突することを減じることができ
る。
【００２２】
　好ましい一実施形態において、脚部は、スライド式の形態を有する。これにより、脚部
を伸張させることができる。スライド式の実施形態は、外側から視認できないように製造
され得る。一方が他方の内側に存在する筒状部品は、スライド式の形態により相互に係合
し、定められた位置における伸張可能な脚部のロックが容易に設計され得る。
【００２３】
　押し棒には、好ましくは、伸張可能な脚部をロック解除するための操作要素が設けられ
る。標準的な状態において、伸張可能な脚部は、好ましくは付勢、好ましくはばね手段に
より、現在位置に常にロックされ、それにより、長さが固定される。好ましくは、押し要
素上に配置される操作要素を操作することにより、ロック解除装置が起動され、それによ
り、脚部を伸張させることができる。押し棒の上、特にＵ字型の押し棒の基部の上、特に
、当該基部の中央部に操作要素を配設することにより、ユーザは当該操作要素に容易に触
れることができ、より適切な時点にこの操作要素を操作して脚部を伸張または短縮させる
ことができる。
【００２４】
　好ましい一実施形態において、この発明の別の局面を参照すると、この装置は、押し棒
を傾斜させたときに下部構造とサブフレームとの間の接続をロックするためのロック手段
を備える。押し棒を傾斜させることに依存して、サブフレームと下部構造との間の結合の
ロック解除を可能にする機構を組込むことができる。それにより、固定位置でのみ、好ま
しくは押し棒の直立位置においてのみ、ロック解除が可能になり、かつ、下部構造からの
サブフレームの結合解除がこの位置でのみ可能になる装置が得られる。これにより、ユー
ザは、押し棒の固定位置、好ましくは垂直方向の直立位置における場合ごとに、下部構造
からサブフレームを取外すことが確実にできるようになり、それにより、左右対称である
ことが好ましい重量分布を有し、かつ、垂直に位置決めされた押し棒と好ましくは一直線
上にある重心を有するサブフレームが得られる。
【００２５】
　この発明の好ましい実施形態において傾斜可能な押し棒の位置とサブフレームおよび下
部構造の結合解除とを関連付けることにより、ユーザにとっては、押し棒が、結合位置に
おいては押し棒として機能し、結合解除位置においては担持棒として機能するように意図
されていることが明らかになる。別の実施形態において、サブフレーム／下部構造の結合
状態のロック解除手段は、子供を支持するための下部構造の傾斜可能性を備えた一実施形
態において、別の要素、好ましくは可動であってかつ好ましくは傾斜可能な要素に接続さ
れる。
【００２６】
　他の局面によると、この発明は、子供を支持し、変位させるための装置に関し、移動手
段を有する下部構造と、当該下部構造に結合され得、かつ子供を支持するためのサブフレ
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ームとを備え、下部構造は、折畳み可能であり、下部構造とサブフレームとの間の結合手
段は、当該下部構造がサブフレームに結合されているときに折畳みを阻止するように適合
される。下部構造にも同様に、開いた起動位置に当該下部構造をロックするための手段が
設けられ、サブフレームは、この下部構造に結合され得る。この局面によると、装置の２
段階の阻止を実際に得ることができる。下部構造は、開いた位置におけるそれ自体のロッ
クにより、折畳むことができず、また、結合位置におけるさらなるロック／阻止が生じる
ことにより、折畳むことができない。この第２のロックは、上部フレーム／サブフレーム
を下部構造上に配置することにより起動される。このような配置動作は、ロックを起動さ
せるための操作に該当する。これにより、さらに別のロックを起動させるための操作の数
が最小限となる。
【００２７】
　好ましい実施形態において、結合手段は、サブフレームを下部構造に結合するように配
設される。この結合手段が取外し可能であることがさらに勧められる。ここで、結合手段
には、好ましくは、垂直ガイドが設けられる。サブフレームが下部構造から結合解除され
／下部構造に結合されるとき、垂直ガイドを追随しなければならず、それにより、この結
合解除および結合が、サブフレームの、下部構造を基準とした垂直方向の動きによっての
み可能となる。下部構造から持上げられるか、または下部構造上に配置され、移動手段を
介して地面上に位置決めされるサブフレームが好ましい。これにより、サブフレームの、
より均衡が取れた左右対称の状態も確保される。
【００２８】
　サブフレームは、好ましくは、結合手段の一部を含み、下部構造は、結合手段の一部を
含む。２つの相互に係合する部品は、これにより、共に結合手段を形成し得る。これによ
り、結合手段に関連付けられた機構、たとえば、結合位置における下部構造の折畳み防止
ロックに加え、サブフレームの定められた構成要素、たとえば押し棒の位置に依存する結
合位置のロックが、高い安全性と組合されて結合手段に組込まれ、したがって視界から隠
蔽されることが可能になる。これらの２つの部品が共に、さまざまな機構が収容される、
好ましくは閉鎖された筐体を形成するため、たとえば子供がその機構内に指を入れる等の
危険性がなくなる。
【００２９】
　好ましい一実施形態において、垂直ガイドが下部構造上に配設され、サブフレームは、
当該垂直ガイドに受けられ得るシャフトを含む。垂直ガイドは、シャフトと協働すること
により、下部構造に対して垂直方向のみに、すなわち、シャフトがガイドを通って動かさ
れるときにのみ、サブフレームが動かされ得ることを確保する。それにより、サブフレー
ムを、当該サブフレームが下部構造とアライメントされた当初の位置から、サブフレーム
を下部構造に結合するための結合手段が起動され得る位置まで動かすことができ、それに
より、継手部がロックされ得る。
【００３０】
　好ましい一実施形態において、サブフレームのシャフトは、当該サブフレーム上に傾斜
可能な態様で装着された押し棒に接続される。押し棒を傾斜させることにより、シャフト
が回転する。特に、シャフトが矩形の断面を有する場合、押し棒を傾斜させることにより
、シャフトの矩形の断面の回転を生じ、それを、たとえばロック機能のために使用するこ
とができる。ガイドが垂直方向のトラックであり、シャフトが、ガイドに対して形状嵌め
の観点から類似性を有する矩形の断面を有する場合、シャフトは、その非円形の断面によ
り、垂直ガイド内で回転することができない。好ましい一実施形態において、通路を形成
するガイドの端部には、シャフトを回転可能な態様で受けることのできる丸い凹部が配設
される。矩形の断面を有するシャフトもまた、ガイドの端部にある丸い凹部内において、
回転可能な態様で受けられ得、その中で回転することができる。しかしながら、シャフト
は、回転すると、通路を通って後退することができず、下部構造からサブフレームの結合
解除が生じ得ない。
【００３１】
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　この丸い凹部が、少なくとも１つのリップ、好ましくは２つのリップにより取囲まれて
いることがさらに勧められる。これらのリップは、押し棒の傾斜位置においてシャフト上
に、締付ける態様で存在する。下部構造へのサブフレームのさらなるロックおよび結合が
、これにより確保される。切換え可能であり、ロック機構としても使用され得る押し器と
協働させて、大アーム（アームの上部とアームの回転点との間の距離）を用いて、結合手
段から遊びをなくすことができる。サブフレームのいずれかの側にある結合手段を、アダ
プタとみなすことができる。外方向に押圧され得るリップが、下部構造上に配設されるア
ダプタまたは結合手段の一部に可動な態様で受けられるため、その上に配設されるサブフ
レーム内の遊びが減じられる。
【００３２】
　下部構造が結合状態において開いた位置を有するときに、下部構造の折畳み手段の作動
が、サブフレームに下部構造を結合した状態において阻止されることもさらに有利である
。それにより、下部構造は、サブフレームが装着されている間、特に、子供が支持されて
いる間、折畳むことができない。それにより、子供がサブフレーム上の定位置に存在して
いる際に万一下部構造が不意に折畳まれた場合、子供の怪我をさらに確実に防止する。こ
のような阻止により、怪我をすることが考えられなくなる。
【００３３】
　好ましい一実施形態において、折畳み手段はトリガを備え、このトリガの動きは、サブ
フレームに下部構造を結合した状態において阻止される。たとえば、サブフレームが配置
されているときに、突起がトリガを阻止することができる。
【００３４】
　好ましい実施形態において、トリガは、折畳み可能な下部構造上に装着された結合手段
のガイドトラック内において、摺動可能に案内される。下部構造にサブフレームを結合す
るための結合手段内にサブフレームを配設することにより、サブフレームの突起は、たと
えば、ガイドトラック内においてトリガが摺動する態様で案内されることを阻止すること
ができる。
【００３５】
　サブフレームが、傾斜させたフレームの段階的ロックのためのロック手段を備えると、
さらに有利である。これにより、フレームを、調節可能な角度で常に傾斜させることがで
き、たとえば、水平位置、斜め位置、または垂直位置に固定することができる。たとえば
、段階的ロックは、１０度または１５度ごとに行なうことができる。
【００３６】
　この装置が、チャイルドシートまたは持運び用ベッドとしての使用に加え、幼児椅子を
装着するための装着手段を備えると、有利である。子供を支持する他の手段、たとえば子
供用シート（maxi-cosy）を、アダプタ等の装着手段を用いることにより、フレームに結
合することのできるさらに別の構造が存在する。
【００３７】
　この発明はまた、乳母車用の装置の上の棒の使用にも関する。棒の使用は、当該棒が、
乳母車用の下部構造に結合され得るサブフレームの一部をなすという特徴を有する。サブ
フレームには、子供を支持するための手段が備えられ、この棒は、サブフレームに下部構
造を結合した状態において、乳母車の押し棒として使用され、結合解除状態において、サ
ブフレーム用の担持棒として使用される。したがって、乳母車の棒は、使用時に２つの機
能を有する。それにより、複数の機能を有しながらも、先行技術よりも製造コストの低い
装置が得られる。
【００３８】
　棒の使用はさらに、当該押し棒に関する上の説明に示した特性のうちの１つを有し得る
。
【００３９】
　好ましい実施形態に基づき、また、関連する利点を有する特定の実施例に基づき、以下
に、この発明をさらに説明する。しかしながら、この発明は、記載された内容に限定され
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ない。この発明はまた、記載されていない利点にも関連する。本明細書に記載される特定
の利点を用いずに、記載または例示した構成要素のうちの１つを有する下部構造またはサ
ブフレームに関して、分割出願を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第１の実施形態に従った乳母車の斜視図である。
【図２】第１の実施形態に従った乳母車の結合解除状態を示す図である。
【図３】第１の実施形態に従った乳母車の側面図である。
【図４】旋回可能な押し棒の様々な位置を示す側面図である。
【図５】この発明に従った乳母車の第２の実施形態を示す図である。
【図６】この発明に従った乳母車の第２の実施形態の結合解除状態を示す図である。
【図７ａ】下部構造にサブフレームを結合するための結合手段の断面図である。
【図７ｂ】下部構造にサブフレームを結合するための結合手段の断面図である。
【図７ｃ】下部構造にサブフレームを結合するための結合手段の断面図である。
【図８】実施形態に従った、折畳んだ下部構造の図である。
【図９】図１のＩＸに従った詳細の切取り図である。
【図１０】図１のＸに従った詳細の切取り図である。
【図１１ａ】フレームのさらに別の実施形態を示す図である。
【図１１ｂ】フレームのさらに別の実施形態を示す図である。
【図１２ａ】図１１のフレームの異なるフレーム部品間の継手部の詳細図である。
【図１２ｂ】図１１のフレームの異なるフレーム部品間の継手部の詳細図である。
【図１３】図１２の継手部の概略的組立を示す図である。
【図１４】継手部の位置における図１１のフレームの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図面に示す好ましい実施形態に基づき、この発明をさらに説明する。
　図１は、乳母車１を示す。乳母車は、下部構造２と、その上に配設されたサブフレーム
３９０とを有する。まず、下部構造について説明する。
【００４２】
　下部構造は、多数の筒３－６からなり、これらの筒は、射出成形により形成された結合
要素７，８によって互いに接続され、これらの筒には移動手段９－１２が結合されている
。車輪１１および１２は、軸受装着の態様で、車輪サブフレーム１３，１４を介して下部
構造に結合されており、それにより、矢印１５，１６に従ってスイベル回転することがで
きる。車輪サブフレーム１３，１４は、シャフト１７，１８で終端をなすＵ字型のアーム
を備え、このシャフトは、軸受装着された車輪１１，１２のシャフトである。
【００４３】
　筒３および６の外側端部付近に車輪９，１０が配設され、これらは、軸受装着されてお
り、回転することができる。横方向接続部２０および横方向接続部２１は、筒３，４およ
び５，６を結合する。
【００４４】
　筒４，５の外側端部上に結合手段３０，３１が配設される。結合手段３０，３１は、下
部構造２をサブフレーム３９０に結合し、このことは、図１において結合状態として示さ
れる。結合機構３０，３１の詳細を以下に説明する。
【００４５】
　サブフレーム３９０は、押し棒４０とフレーム４１とを備え、フレーム４１には、シー
ト４２が設けられ得、このシート４２は、破線で示され、ここに子供が座ることができる
。
【００４６】
　示された実施形態では、フレーム４１を、矢印４５に従って、水平位置から、乳母車が
形成される勾配位置へと傾斜させている。棒４０は、乳母車の押し棒を形成し、矢印４６
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に従って押すことが可能である。乳母車１の操作者は、押し棒４０を押して、乳母車１を
矢印４６に従って前方に動かすことができる。車輪１１，１２は、矢印１５，１６に従っ
てスイベル回転することができ、それにより、誘導用に使用することができる。押す力を
加えることにより、方向を与えることができる。
【００４７】
　フレーム４１を示された位置にロックするために、結合機構３０，３１にはロックが組
込まれている。
【００４８】
　子供の下肢がシート４２から突出し、支持面５０上で支持される。より大きな子供は、
この支持面なしで済ませることができる。
【００４９】
　シート４２とフレーム４１との接続部は、たとえば継目であり得、この継目は、フレー
ム４１内の通路（図示せず）内に受けられるプラスチック筒により、たとえば当該通路内
に当該プラスチックの継目を収容することにより、補強される。
【００５０】
　フレーム４１は、矢印４５に従ってシャフト５１を中心として旋回することができる。
押し棒４０も、矢印４５に従ってシャフト５１を中心として旋回することができる。押し
棒４０とフレーム４１との軸は同一である。フレーム４１のヒンジは、要素５３および５
４により形成され、押し棒４０のヒンジもまた、結合要素３０，３１により形成される。
【００５１】
　押し棒４０には、制御ボタン６０が設けられ、この制御ボタン６０は、Ｕ字型の押し棒
４０の基部６１上に配設される。この制御ボタン６０は、担持棒／押し棒４０の伸張性を
操作するように適合される。押し棒の脚部はスライド式の形態を取る。このスライド式の
要素は、定められた位置に、好ましくは連続的に可変の態様でロックされ得るが、任意に
、固定位置にロックされ得る。ボタン６０を操作することにより、可動性が得られる。
【００５２】
　押し棒４０はさらに、筒がスライド式の形態を取るという点で矢印６４，６５に従って
伸張可能な２つの脚部６２，６３を備える。
【００５３】
　押し棒４０は、図６に示すように、傾斜可能である。この傾斜／切換え動作は、要素６
６，６７を操作して、フランジ６８，６９の下を把持して矢印７０，７１に従ってそれぞ
れの筒６２，６３の上を摺動させることにより、行なうことができる。操作は両手で行な
われる。スリーブ６６，６７が矢印７０，７１に従って変位されると、押し棒４０は、図
４に示すように矢印４５に従って旋回することができる。
【００５４】
　フレーム４１は、子供を支持することのできる手段の一例であり、たとえば押圧するこ
とのできる制御ボタン８０の操作後に、矢印４１に従って旋回／傾斜され得、その後、ロ
ックが解除され、矢印４５に従ったシャフト５１を中心とする旋回が可能になる。制御ボ
タンは、図１０にさらに示される。
【００５５】
　図示する実施形態において、フレーム４１は、フック９１が設けられた阻止装置９０に
よりさらにロックされる。このフック９１は、矢印９３に従ってシャフト９２を中心とし
て回転することができる。フレーム４１は、このロック要素９０を操作することにより阻
止され得る。これについては、図９を参照してさらに説明する。
【００５６】
　トリガ１００は、結合手段３０の下側に位置付けられる。結合手段３１には、同様のト
リガ１０１が設けられる。トリガ１００は、結合手段のガイドトラック内に受けられ、矢
印１０２に従い、その中を摺動することができる。ユーザは、指でトリガを操作すること
ができ、トリガ１００は、その目的のためのフックとして実現されている。トリガは、ロ
ック位置において、たとえばばねまたはゴムシールで付勢される。
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【００５７】
　トリガが操作されると、下部構造２上のロック解除機構が起動され、それにより、下部
構造２は、図示する開いた／起動状態から、折畳まれた一層コンパクトな状態に移行され
得、筒４，５が筒３，６に近接する。折畳んだ状態を図８に示す。筒４，５は、矢印１０
８，１０９に従って旋回することができ、ヒンジ７，８が継手として働く。旋回運動の軸
は、脚部支持部５０に沿って形成される。
【００５８】
　下部構造のロック解除機構は、図３においてより明瞭に認識することができる。トリガ
１００，１０１は、筒４，５に受けられたケーブルを介して旋回フック１１１，１１２に
接続され、これらのフックは、矢印１１３，１１４に従って旋回することができる。フッ
ク１１１の軸１１５を破線で示す。
【００５９】
　フックが筒から旋回すると、ロッド１１９の外側端部１１８がここで解放されてトラッ
ク１２０内に案内され、矢印１２１に従い、ヒンジ７から離れた端部まで、筒３に沿って
移動することができる。ロッド１１９は、矢印１２３に従ってシャフト１２４を中心に旋
回することができる。結合手段３０が設けられた筒４の外側端部は、本明細書において、
筒３に向けて移動する。
【００６０】
　トラック１２０の端部において、外側端部１１８は、接続ロッド１３０、ここでは押圧
ロッドのフック（図示せず）により、フック止めの態様で保持される。外側端部は、トラ
ックの端部に到達すると、トラックからフックを部分的に外す。押圧ロッドは、阻止位置
において、すなわち、フックがトラック内にある状態で、付勢される。外側端部がフック
を一旦通過すると、フックは外側端部を阻止し、接続ロッド１３０は、下部構造２の折畳
み位置のためのロック手段として働く。接続ロッド１３０は、矢印１３１に従い、シャフ
ト１３２を中心として旋回することができる。別の実施形態において、接続ロッドは、下
部構造に固定式に接続され、剛性を得るためだけに働く。
【００６１】
　押圧要素１３４の形態を取る操作要素が接続ロッド１３０に接続される。ユーザが押圧
要素１３４を操作すると、構成がロック解除され、ロッド１１９の外側端部１１８が解放
され得、トラック１２０を通じて再び自由に移動することができる。
【００６２】
　図２は、この発明の第１の実施形態に従った装置の結合解除状態を示す。ここで、下部
構造２は、サブフレーム３９０から取外されている。乳母車の押し棒４０を、垂直位置ま
で旋回させてスリーブ６６，６７により操作する。この実施形態において、下部構造から
のサブフレーム３９０の結合解除は、押し棒４０の予め定められた位置、ここでは垂直位
置によってのみ、可能となる。
【００６３】
　ここで、サブフレーム３９０は、下部構造および移動手段を伴わない、乳児または子供
用のキャリヤとなる。フレーム４１は、依然として斜めに配置されているが、好ましくは
、水平方向に回転する。フレーム４１は、ベッド１５０を支持し得る。このことを、図５
および図６に示す。このベッド内に子供を収容することができる。
【００６４】
　しかしながら、別の実施形態において、ベッドは、フレーム上に配置される。この実施
形態では、フレームを表面上に配置することができ、ベッドがその上に配置される。
【００６５】
　結合解除状態において、押し棒４０は、担持棒４０になる。ユーザは、この担持棒を持
上げ、それぞれの結合手段３０，３１からサブフレームを持上げることができる。
【００６６】
　結合解除されたサブフレームは、別の下部構造上、たとえば、幼児椅子等の動かない下
部構造上に配置することができる。ここで、同じ結合手段３０，３１を使用することがで
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きるが、別の下部構造への結合用に他の結合手段を用いることもできる。幼児椅子もまた
、サブフレーム上、特にフレーム上に配置することができる。子供用デュアルシートもま
た、フレームにより支持され得る。さらに別の実施形態では、たとえば買い物用のホルダ
をフレーム上に配置することができる。
【００６７】
　図２に示す実施形態において、結合手段３０は、２つの要素からなる。結合手段３０は
、下部構造２の一部をなして棒４の端部上に配設される第１の部品２００を有する。結合
手段３０の第２の部品２０１は、サブフレーム３９０の一部をなす。組立てられた形態に
おいて、結合手段３０は円筒状である。
【００６８】
　第１の部品２００は、垂直方向に直立したガイド２０４，２０５を含む。これらは、垂
直方向に下側を指す第２の部品２０１のガイド２０６と協働し得る。これらは、一方が他
方の上に配置され得る。ガイドは、結合された位置から、互いに沿って移動することがで
き、垂直に方向付けられた移動が可能である。
【００６９】
　ガイド２０４，２０５の間に通路が存在する。通路２０８も上方向を指す。通路の端部
において、丸い開口部２０９が形成される。通路２０８、最終的には開口部２０９内にお
いて、シャフトが受けられ得る。このシャフトは、結合手段３０の第２の部品２０１の一
部をなす。シャフトは、図２で見ることができない。
【００７０】
　図４は、サブフレーム３９０の担持棒４０でもある押し棒４０の４つの位置を示す。軸
５１により旋回軸が形成される。
【００７１】
　図４に示す装置の結合状態において、押し棒４０は、矢印２５０，２５１に従って切換
え可能である。これにより、装置の押す方向を変えることができる。それにより、子供は
、ユーザから外方を向くことができ、または反対に、ユーザの方に向くことができる。
【００７２】
　車輪１１，１２は、スイベル回転可能であり、それにより、乳母車の誘導が可能になる
。一実施形態では、好ましくは足置き台５０の下にロック要素が存在し、車輪を、車輪９
，１０と平行な位置にロックする。このことは、押し棒が切換えられて、乳母車が舗装道
路または他の障害物の上を移動しなければならないときに、特に有用である。ロック要素
に関連するさらに別の詳細は、当業者に公知である。
【００７３】
　図７ａ－図７ｃは、結合手段３０の３つの位置を示す。断面図が示され、図７ａは、押
し棒４０が傾斜位置にある結合手段３０を示す。サブフレームは、下部構造にさらに結合
されている。
【００７４】
　結合手段３０は、２つの要素２００，２０１からなる。要素２０１は、シャフト２７０
を備える。シャフト２７０は、Ｕ字型の押し棒４０の脚部に平行な少なくとも２つの平行
な側面２７１，２７２を有する断面を有する。それにより、このシャフトは、これらの側
面２７１，２７２が垂直であるときにのみ、ガイド２０４，２０５間の通路２０８内に受
けられ得る。押し棒４０への直接結合により、このことは、押し棒が垂直位置を取るとき
にのみ可能となる。これにより、押し棒が傾斜位置から垂直位置に移動して、担持棒とし
て働き得るときにのみ、下部構造からのサブフレームの結合解除／下部構造へのサブフレ
ームの結合が可能になるという機構が得られる。
【００７５】
　トリガ１００を示す。トリガ１００の本体は、図示する実施形態において上方向に突出
する歯２８０を備える。トリガは、矢印１０２に従って移動するために、結合手段３０内
に受けられる。結合手段はガイドピン２８１を備える。トリガ１００は、下部構造２を折
畳むためのロック解除／ロック手段に接続されるワイヤ２７９に接続され得る。
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【００７６】
　図７ａおよび図７ｂにおいて、トリガは、矢印１０２に従って移動することができない
。端部２８４により移動が阻止されており、この端部２８４は、結合手段の第２の要素２
０１から下方向に突出する。図７ｃに示すように、端部２８４を取外した後に、歯２８０
は、横方向に妨げられずに移動することができる。これにより、サブフレームが下部構造
に結合されている際に下部構造が折畳まれ得ない機構が得られる。
【００７７】
　図７ａ－図７ｃに従った断面図では、３つの溝２９０，２９１，２９２が結合手段３０
の第２の構成要素２０１上に配設される。スリーブ６６に接続される先端２９４は、溝／
凹部内に突出し得る。この先端および溝は、突出位置において、適切なばね手段２９５ま
たは他の付勢手段により付勢され、傾斜可能な押し棒４０の位置に対する阻止手段または
段階的調節器を生じる。ユーザがこの付勢に抗ってスリーブを移動させると、先端２９４
を、それぞれの溝から引出すことができ、押し棒の切換え／傾斜付けを行なうことができ
る。
【００７８】
　押し棒４０は、要素２０１の一部をなす本体２９９に対して傾斜させることができる。
上にガイド２０６が配設されている本体２９９は、押し棒４０またはフレーム４１のどの
ような回転中にも移動せず、結合手段３０の第１の部品２００に対し、元の位置を保持す
る。
【００７９】
　本体２９９は、それを中心として押し棒４０が部分的に可動となる継手を形成する。本
体２９９はまた、フレーム４１のヒンジのための懸架点をなす。
【００８０】
　ガイドアーム３０１，３０２は、シャフト２７０の周囲に配置される。下部構造にサブ
フレームが結合されている間、これらのアーム３０１，３０２は、結合手段の第１の部品
２００の対応するリップ３０３，３０４を押圧する。シャフトが回転すると、リップ３０
３，３０４がシャフト２７０上に押され得、それにより、回転中に自然な抵抗が得られる
。
【００８１】
　図７ｂは、垂直位置における押し棒４０のロック状態を示す。
　図８は、折畳まれた下部構造２を示す。下部構造およびサブフレームが互いから取外し
可能であるため、双方がより扱いやすく、かつ、たとえばより容易に片付けることのでき
る、２つの別個の構成要素を得ることができる。
【００８２】
　図８は、ロッド１１９が図３以外の位置に置かれていることを示す。外側端部１１８は
、折畳まれているために、筒４に沿って摺動している。
【００８３】
　図９は、結合手段３０の第２の部品２０１と、フレーム４１を旋回させるために第２の
部品２０１に接続された部品の斜視展開図を示す。
【００８４】
　傾斜可能な押し棒４０の継手として破線で示され、かつ、押し棒４０の脚部の端部に接
続される筐体３２０内に、本体２９９が受けられる。これは、傾斜機構の伸張部であり、
押し棒のスリーブ６６を含む。
【００８５】
　ハンドル９１／阻止装置９０の筐体３２２が受けられる開口部３２１が、筐体３２０に
配設される。この開口部は、筐体３２２と同様に、部分的に矩形である。これにより、傾
斜可能な押し棒と阻止装置９０との間に、非回転可能な接続部が生じる。
【００８６】
　筐体３２０の一部は、結合手段の第２の部品２０１のシャフト２７０を形成する。シャ
フト２７０は、開口部３２１を通って配設される。ハンドル９１に結合されるピン３３０
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が、シャフト２７０を通って延在する。ハンドル９１が旋回すると、ピン３３０は、シャ
フト２７０／筐体３２２からより多く、またはより少なく露出する。ピン３３０の外側端
部３３１は、ハンドル９０から離れた側面に歯部３４０が設けられたプラスチック部品３
３６に好ましくは接続される。この歯部は、同様に射出成形された構成要素である構成要
素３４２の歯部３４１と協働し得る。
【００８７】
　外側端部３３１には、ナット３３８およびリング３３７が設けられ、外側端部３３１は
、構成要素３３６の開口部３４８を通って突出する。
【００８８】
　部品３３６は、スリーブ３３５内に受けられ、このスリーブ３３５を通ってピン３３０
が突出する。部品３３６は、スリーブ内で案内され、その中を動くことができる。スリー
ブの内側は、可動部品３３６のためのガイドを形成する。スリーブ３３５は、好ましくは
、筐体２９９に非回転可能な態様で接続される。ばね手段、たとえば螺旋ばね３３９が、
部品３３６と部品３４２との間に好ましくは配設される。スリーブ３３５はまた、射出成
形された部品３４５の筒３５０，３５１に接続され得る可動フレーム４１と、本体２９９
との間のスペーサ手段も形成する。押し棒４０および下部構造の筒４，５もまた、本体２
９９の平面上に存在する。スリーブ３３５は、旋回フレームとこれらの筒との間の距離を
決定する。スリーブ３３５は、たとえば、子供の指が旋回部品間に挟まれ得ないように、
十分に長い距離を確保する。
【００８９】
　部品３４２は、部品３４５に固定する態様で接続され、カバー３４６にねじ締めされ、
それにより、スリーブ３３５と部品３４５の空間３４９との間に封入される。
【００９０】
　外側端部３３１が最大限に突出するとき、すなわち、示す図面において右側に最大限突
出するとき、歯部３４０は、歯部３４２上に押圧される。ハンドル９１が他の位置に動か
されると、外側端部がわずかに後退し、歯部が解放される。これにより、部品３４５を介
して接続されるフレームを４、歯上で回転させることができる。
【００９１】
　図１０は、結合手段３１の同様の図を示す。ここでは押しボタン４００が、射出成形部
品４０１内に受けられる。この押しボタンは、ばね４０２のばね張力に対抗して押され得
、ここでは、歯部４０５から歯部４０４を取外し、それにより、これらの部品の互いに対
する回転を可能にする。スリーブ４０６は、スペーサ手段として存在する。歯の部品４０
５はここで、ボルト４１０を介して固定する態様で接続され、ボルト４１０は、シャフト
部品４１１内において非回転可能な態様で受けられ、シャフト部品４１１は、図９に従っ
た結合手段３０のシャフト部品に類似した構造を有する。ばねは、歯の刻まれた部品を互
いに向けて付勢する。このばねの力は、操作により打消すことができ、これらの部品は、
その互いの係合から解放され得る。
【００９２】
　図１１ａおよび図１１ｂは、フレーム５００のさらに別の実施形態を示す。このフレー
ム５００は、４つの別個の部品５０１，５０２，５０３，および５０３′に結合解除され
得る。サブフレームによって占められる空間は、これらの部品を結合解除することによっ
て縮小することができる。２つの協働する結合片、たとえば図１２の５０５，５０６が、
図１２ａおよび図１２ｂに示すように、結合位置において隣接する２つの部品、たとえば
５０２，５０３′間に配設される。これらの結合片は、一方ではフレーム５００の異なる
部品間を結合するために働き、他方では、フレーム５００に他の付属品を接続する働きを
し得る。その一例が、たとえば織地の布地部品が間に配置される２つのＵ字型の筒を備え
るかばんユニットである。これらの筒には、その外側端部において、部品５０３および５
０３′の対応する結合片と協働し得る結合片が設けられる。たとえば買い物用のかばんを
、このような張力をかけた構成内で搬送することができる。第２の子供支持手段もまた、
上記の２つのＵ字型の筒を自由端部において互いに接続して、このように形成された構成
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段が生じる。
【００９３】
　図１３は、図１２ａおよび図１２ｂの継手部の概略的な組立を示す。継手部５０５は、
筐体５０８、押しボタン５０７、ばね５１０、シャフト５１１、および締付け要素５１２
を備える。これらの要素の相互接続を図１４に示す。筐体５０８は部品５０２内に受けら
れる。締付け要素５１２は、ばね５１０により張力をかけた状態に置かれ、ばね５１０は
、筐体５０８内でシャフト５１１により締付けられ、それにより、締付け要素５１２は、
図１２ａに示すように、筐体５０８の端部から突出する。突出部品５１３は、筐体５０９
内の凹部５１４と協働し、この筐体５０９は、部品５０３′内に受けられる。部品５０２
および５０３′が結合されると、突出する部品５１３は、結合片が互いに上で変位して、
突出部品５１３が凹部５１４に進入して継手部をロックし得るまで、押圧される。押しボ
タン５０７を押圧することにより、押しボタン５０７の勾配縁部５１５は、締付け要素５
１２に対して押され、それによって凹部から出る。それにより、部品５０２および５０３
′は互いに分離され得る。
【００９４】
　多数の好ましい実施形態に基づいてこの発明を示してきたが、さまざまな他の実施形態
が可能であることが当業者には明らかであろう。或るものは利点を伴って記載され、或る
ものは利点を伴わずに記載される特徴的な方策を参照してこの発明を説明してきたが、当
業者には、この発明が、その利点が述べられていても、または述べられていなくても、特
定の実施形態に関して分割出願を行なう可能性の範囲内にあることが、明らかであろう。
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